
やお保育士サポート手当（八尾市保育士確保事業費補助金）

（変更後）令和６年４月１日以降

令和６年４月より、やお保育士サポート手当の支給方法等が変更になります。

１

交付申請
雇用開始から２か月
以内に申請が必要
です。
【様式第１号】

２

交付決定
八尾市から通知を
送付します。

３

請求・実績報告
雇用開始１年経過後
から１か月以内に
提出が必要です。
【様式第４・11号】

４

補助金支給
雇用開始１年経過後
に支給。

（変更前）令和６年３月31日以前

１

交付申請
雇用開始から２か月
以内に申請が必要
です。
【様式第１号】

２

交付決定
八尾市から通知を
送付します。

３

請求
交付決定後、
指定期日までに提出
してください。
【様式第４号】

４

補助金支給
雇用開始１年経過前
に支給。支給後に
退職等した場合は、
返還が必要です。

5

実績報告
雇用開始１年経過後
から１か月以内に
提出が必要です。
【様式第11号】

雇用開始から１年経過後に補助金を支給します。２年目は２年経過後に、３年目は３年経過後に支給します。

▮

▮

支給には各種条件があります。詳細は、交付要綱でご確認いただくか、八尾市保育・こども園課（072-924-9857）までご連絡ください。

例：4月1日 6月中旬 翌４月１日 翌５月中

例：4月1日 6月中旬 ７月中 ８月中 翌４月１日


